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基本計画について 
 

本県では、「三重県水産業及び漁村の振興に関する条例」（以下「条例」という。）第８条

の規定に基づき、水産業及び漁村の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、その基本的な方針や主要な目標、基本的施策の実施に関し必要な事項等を定めた「三重

県水産業及び漁村の振興に関する基本計画」（以下「基本計画」という。）を令和２年度に策

定し、「水産王国みえ」の復活とさらなる発展に向け、水産業及び漁村の振興に取り組んで

います。 

なお、基本計画に基づく施策等の実施状況については、条例第８条第５項の規定に基づき、

毎年１回、公表することとしています。 
 
水産業及び漁村の振興に関する主要な目標の達成状況 
 
【目標項目】 

 漁業産出額 

現状値 

（令和元年度） 

令和６年度 

目標 

令和６年度 

実績 

目標値 

（令和 11 年度） 

446 億円 

（平成 30 年） 

538 億円 

（令和５年） 

437 億円 

（令和５年） 

574 億円 

（令和 10 年） 

目標設定の考え方 

 漁業産出額の全国に占めるシェアが、ピークの昭和 59 年と同等水準である４％となる

よう目標設定しています。なお、漁船漁業については、資源管理の推進により現水準を維

持し、養殖業については 2.7％/年で成⾧させることとしています。 
 
【令和６年度評価】 

漁船漁業において、イワシ類やサバ類、イセエビ、アワビ等の漁獲量の減少により、目標

を下回りました。引き続き、基本計画に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進し、目標達成

に向けて取り組んでいきます。 

  

「条例」の基本理念に位置付けた３つの基本的な方針 

 

１ 水産資源の維持及び増大と競争力のある養殖業の構築 

２ 多様な担い手の確保及び育成と経営力の強化 

３ 災害に強く生産性が高い水産基盤の整備と活力ある漁村の構築 
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 基本的な施策 １ 水産資源の維持及び増大と競争力のある養殖業の構築 

 

【めざす方向】 

 

水産資源の維持及び増大に向けて、科学的知見をふまえた資源管理の推進や密漁の根絶、

効果的な栽培漁業の推進、精度の高い海況情報の発信等に取り組むとともに、競争力のある

養殖業の構築に向けて、疾病の発生状況や防疫対策等に関する情報共有、気候変動に対応し

た品種改良や新たな品種に適した養殖技術の開発等を進めます。 

 

 

【基本的な施策の体系】 

 

基本的な施策 基本的な施策の展開方向 

１ 水産資源の維持及び増大と競

争力のある養殖業の構築 

１－１ 水産資源の維持及び増大 

１－２ 競争力のある養殖業の構築 
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１－１ 水産資源の維持及び増大 

【取組目標の達成状況】 

（取組目標） 

 沿岸水産資源の資源評価対象種の漁獲量に占める割合 

現状値 

（令和元年度） 

令和６年度 

目標 

令和６年度 

実績 

目標値 

（令和 11 年度） 

25.5％ 

（平成 30 年） 

60.0％ 

（令和５年） 

51.8％ 

（令和５年） 

70％ 

（令和 10 年） 

目標設定の考え方 

 資源評価対象種を増加し、適切な資源管理を実施することで、令和５年度までの４年間

で資源評価対象種の漁獲割合を 32％（８％/年）増加させ 58％に、令和６年度以降の６

年間でさらに 12％（２％/年）増加させ 70％まで高めることとしています。 

 

【令和６年度評価】 

水産資源の維持及び増大に向けて、本県の重要沿岸資源について、これまでの 26 魚種の

うち 6 魚種の資源再評価や新たに 2 魚種の資源評価を実施し、漁業者にフィードバックや

指導・助言を行うとともに、重要魚種の種苗生産や放流等、栽培漁業の推進に取り組みまし

た。しかしながら、黒潮大蛇行などによる高水温化に伴い磯焼けが拡大し、イセエビ、アワ

ビ、サザエ等の磯根資源が減少したことや、黒潮流路の変化によりマイワシやマサバの本県

沿岸への来遊が減少したため、それらを餌とする沿岸資源のサワラ等も減少したことなど

から、目標を下回りました。漁場環境の変化を注視しながら、引き続き、資源評価対象種の

拡大や再評価、新たな栽培対象種の技術開発、密漁対策の強化等に取り組みます。 

 

【令和６年度の取組状況】 

《資源管理関係》 

・ ＴＡＣ（漁獲可能量）対象魚種であるサンマ、マアジ、マイワシ、マサバ・ゴマサバ、

スルメイカ、クロマグロの６魚種、及び令和 7 年 1 月から追加されたカタクチイワシに

ついて、定期的に漁協等から必要な情報を収集・解析し、国への報告等を行うとともに、

操業日数等の調整を行うことで、国から配分された知事管理の漁獲可能量を適切に管理

しました。 

・ 漁業法に規定されている、漁業者による自主的な資源管理の取組を定めた資源管理協定

について、定期的に履行確認を行いました。 

・ 資源管理協定に基づく自主的な休漁等を実施する漁業者が減収の補てんを受けられる

よう、漁業共済や積立ぷらすを活用する「浜の活力再生プラン」（以下「浜プラン」と

いう。）の策定や浜プランに基づく活動を支援しました。 

・ 違法に採捕されたアワビ、ナマコ等の流通防止を目的に制定された「特定水産動植物等
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の国内流通の適正化等に関する法律」（以下「水産流通適正化法」という。）に基づき、

これらの水産動植物について、新たに届出を提出した県内の採捕事業者（3 業者）及び

事業範囲が県内である取扱事業者（6 事業者）に対し、漁獲番号等の情報伝達に必要な

届出番号の通知を行いました。なお、勧告・命令、立入検査等が必要な事例はありませ

んでした。 

・ 低迷が続いている二枚貝類資源の回復に向け、（公財）三重県水産振興事業団に委託し

てアサリ及びハマグリの種苗生産・中間育成試験を実施するとともに、ハマグリの種苗

生産に必要な施設の整備を行い、アサリについては約 40 万個、ハマグリについては約

158 万個の稚貝を試験放流することができました。また、漁業者による資源増加を目的

とした親貝の移殖放流やその適地の調査などを支援しました。 

・ 平成 28 年から漁獲実績がないイカナゴについて、資源量把握のための調査を継続する

とともに、種苗生産技術の開発に向け、令和 6 年４月に瀬戸内海産のイカナゴを導入し、

周年親魚養成を行ったところ、令和 7 年１月に人工授精により孵化仔魚約 108,000 尾を

得るなど、親魚養成に係る知見を蓄積することができました。 

・ 本県漁業者と愛知県漁業者との操業を調整し、漁業者間のトラブル等を防止する「漁業

に関する協定」に基づく「三重・愛知両県漁業者間協議」及び「資源専門家委員会」（書

面開催）に参加し、伊勢湾及び伊勢湾口における重要な水産資源の動向や管理の方向性

について情報共有を図りました。また、海面利用に関する漁業と遊漁等との秩序の形成

を図る「三重県海面利用協議会」を開催し、海面利用に関するルールの周知、指導及び

関係者間の意見調整を行いました。 

・ 密漁防止対策を推進するため、海上保安部との連絡会議に参加するとともに、漁協が作

成する密漁防止のための看板の設置、ドローン購入等の漁業者の取組を支援しました。 

・ 伊勢湾における密漁監視能力の強化を図るため、漁業取締船の機器整備を行いました。 

・ 漁業取締船による密漁監視やパトロール、航行安全を目的に設置されたＡＩＳ（船舶自

動識別装置）の情報を活用した中型まき網漁船の操業監視を行うとともに、漁業関係法

令の違反者を検挙しました。 

 

《栽培漁業関係》 

・ 「第８次三重県栽培漁業基本計画」に基づき、ヒラメ 20 万尾、クロアワビ 10 万個、ク

ルマエビ 310 万尾の種苗生産を（公財）三重県水産振興事業団に委託し、三重県栽培漁

業センターにおいて生産しました。 

・ 三重県栽培漁業センター及び三重県尾鷲栽培漁業センターの種苗生産施設の整備や更

新を行った結果、安定した種苗の生産及び放流を行うことができました。 

・ 「第44回全国豊かな海づくり大会～美し国みえ大会～」の開催（令和７年11月9日）に

向け、実行委員会総会を開催し、基本計画や実施計画を策定するとともに、関係する市

町や団体等との連携による大会ＰＲやリレー放流をそれぞれ36回実施し、開催気運の醸

成に取り組みました。 
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《研究関係》 

・ 新たに重要沿岸資源のカタクチイワシ、トラフグの 2 魚種について、各種統計データや

漁協の漁獲データをもとに資源水準と資源動向を評価するとともに、令和 3 年度に資源

評価を実施した 6 魚種（カサゴ、カマス類、タチウオ、ガザミ、マダコ、マナマコ）の

再評価を行いました。評価結果については、漁期前の説明会等において漁業者へフィー

ドバックを行い、資源管理の取組に活用されました。 

・ 調査船による熊野灘、伊勢湾の海洋観測を毎月実施し、観測結果を県ホームページに掲

載しました。また、人工衛星からの情報と現場水温等のデータから作成した日々の海況

図を県ホームページに掲載するとともに、解説を加えた海況速報を週２～３回作成し、

掲載とあわせてＦＡＸにより迅速に漁業者等に配信しました。さらに、黒潮と沿岸海況

の予測を毎月、漁海況⾧期予報を年３回発行するなど、黒潮大蛇行に関する情報を定期

的に配信した結果、漁業者によるカツオやマグロ漁場の効率的な探索等に活用されまし

た。 

・ 老朽化した調査船について、安全な航海や正確で迅速な観測を維持するため、代船の建

造を進めました。 

 

【令和７年度の取組方向】 

《資源管理関係》 

・ 「三重県資源管理方針」に基づき、ＴＡＣ対象魚種である 7 魚種、及び令和 7 年 4 月に

追加されたブリについて、定期的に漁協等から漁獲情報を収集し、国から配分された漁

獲可能量を適切に管理します。 

・ 資源管理協定の履行確認を行うとともに、漁業者に対して資源管理結果のフィードバッ

クや指導・助言を行うことにより、資源管理協定に基づく適切な資源管理の実施を支援

します。 

・ 資源管理協定に基づき自主的に休漁等を実施する漁業者に対し、減収の補てんにより漁

業経営の安定を図る漁業共済や積立ぷらすへの加入を促進します。 

・ 違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、「水産流通適正化法」に基づき、

特定第一種水産動植物の採捕・取扱事業者の届出の受理や届出番号の通知を行うととも

に、必要に応じて、採捕事業者及び取扱事業者の情報伝達等の記録の作成・保存に関す

る勧告・命令、立入検査を行います。 

・ 二枚貝類資源の増加を目的に漁業者が実施する稚貝の移殖放流等の活動を支援します。 

・ イカナゴ資源の回復に向け、環境ＤＮＡ調査や捕食生物の胃内容物調査によるイカナゴ

の資源量把握を行うとともに、瀬戸内海産のイカナゴを用いた種苗生産技術の開発を継

続します。また、伊勢湾におけるアサリやハマグリ等の重要資源について、漁業者に対

し、資源評価結果に基づいた資源管理方策を提案します。 

・ 本県漁業者と愛知県漁業者との操業の調整を図るため、「漁業に関する協定」の遵守徹

底を指導し、漁業者間のトラブル等の発生防止に努めます。また、漁業者と遊漁者によ
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る協議や遊漁者へのルールの周知等を推進し、海面利用に関する漁業と遊漁等との秩序

の形成を図ります。 

・ 海上保安部との連絡会議や地域の密漁対策協議会において情報交換を行います。また、

漁協や海上保安部等と連携し、密漁防止の合同パトロールを実施します。 

・ 漁業取締船による密漁監視やパトロール、ＡＩＳ（船舶自動識別装置）の情報を活用し

た中型まき網漁船の操業監視を行います。 

 

《栽培漁業関係》 

・ 令和５年度に設置した、漁業団体、市町、学識経験者等を構成員とする「三重県栽培漁

業協議会」を開催し、種苗生産数、放流数、魚種ごとの技術開発段階の目標などを定め

た「三重県栽培漁業基本計画」の進捗管理や栽培漁業の円滑な実施を図ります。 

・ 伊勢湾の重要資源である二枚貝類資源の回復に向け、アサリ及びハマグリの種苗生産・

中間育成試験に取り組むとともに、種苗生産に必要な備品の整備を行います。 

・ 藻場の減少により漁獲量が減少しているサザエの種苗生産技術開発及びサガラメの種

苗生産に取り組みます。 

・ 三重県栽培漁業センター及び三重県尾鷲栽培漁業センターの老朽化した施設の整備・更

新を適切に行い、生産能力の維持向上に努めます。 

・ 「第44回全国豊かな海づくり大会～美し国みえ大会～」の開催に向け、知事を本部⾧と

し、県、開催市町、水産関係団体の職員、約1,100名からなる大会実施本部を立ち上げる

など準備を進めます。また、イベント等での大会ＰＲや県内リレー放流などに継続して

取り組むとともに、５月31日には、南伊勢町（宿田曽卸売市場）において大会の開催気

運醸成を目的とした「豊かな海づくりフェスタ」を開催します。 

 

《研究関係》 

・ 令和 4 年度に資源評価を実施した 10 魚種（サワラ、イセエビ、サザエ、アワビ類、ハ

マグリ、アサリ、イカナゴ、カワハギ、クロダイ、バカガイ）について、各種統計デー

タや漁協の漁獲データをもとに資源水準と資源動向等の再評価を行います。 

・ 令和 7 年 4 月に竣工した調査船を使用して正確で迅速な観測を行うとともに、人工衛星

画像から得た海水温や流向・流速等の情報を解析し、精度の高い海況情報をとりまとめ、

迅速に漁業者等に配信します。特に、現在、⾧期間継続している黒潮大蛇行に関する情

報については、予測を含めて毎月１回以上、定期的に配信します。 
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１－２ 競争力のある養殖業の構築 

【取組目標の達成状況】 

（取組目標） 

 新たな養殖品種開発件数（累計） 

現状値 

（令和元年度） 

令和６年度 

目標 

令和６年度 

実績 

目標値 

（令和 11 年度） 

－ ４件 ４件 ５件 

目標設定の考え方 

 競争力のある養殖業の構築に向け、「伊勢まだい」に続くブランド養殖魚等、10 年間で

５件の新たな養殖品種を開発することをめざしています。 

 

【令和６年度評価】 

貧栄養の環境においても色落ちしにくい黒のり品種を開発し、目標を達成しました。引き

続き、競争力のある養殖業の構築に向けて、生⾧が早く短期間で収獲が可能な黒のりや、寄

生虫（アニサキス）による食中毒リスクのないマサバ、高水温に強いマハタなど、新たな養

殖品種の開発に取り組みます。 

 

【令和６年度の取組状況】 

《疾病対策》 

・ 養殖業者に対して養殖魚の魚病診断（284 件）、投薬・予防に係る指導（29 件）を実施

しました。こうした指導により、魚病の予防、魚病発生時の円滑な対応、水産用医薬品

の適正使用が図られ、安全な養殖水産物を供給することができました。 

・ 疾病の発生防止や被害の軽減に向け、免疫機能を強化する成分を添加した飼料の開発

に取り組み、免疫機能の向上を確認しました。 

・ 水温が低く魚病被害の軽減が期待できる「深い水深層」において、浮沈式いけすを用い

たマハタ養殖の実証に取り組みました。 

・ 貝毒プランクトンのモニタリング（58 回）及び貝毒検査（76 回）を定期的に実施し、

県産二枚貝の安全・安心確保の取組を推進しました。 

・ 令和６年３月の検査で規制値を超える貝毒が検出されたことから、安全な県産二枚貝

の供給を目的に継続していた旧南勢町海域のヒオウギガイの出荷自主規制の要請につ

いて、令和６年５月に規制値未満であることが確認されたため、要請を解除しました。 

・ 令和７年１月の検査で同海域のヒオウギガイとマガキについて規制値を超える貝毒が

検出されたことから、これらの出荷自主規制を要請しました。マガキについては３月に、

ヒオウギガイについては 8 月に規制値未満であることが確認されたため、要請を解除

しました。 
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《安定的かつ収益性の高い養殖経営》 

・ 魚類養殖について、選抜育種によるマハタの高水温耐性種苗の開発に向けた遺伝子解

析及び優れた形質を持つ親魚の特定、寄生虫（アニサキス）による食中毒リスクのない

マサバの養殖技術の開発に取り組みました。 

・ 高水温の影響により増加している養殖マハタの疾病について、ショウガ粉末等を原料

した免疫賦活飼料をマハタに与えたところ、へい死率が低下し、耐病性の向上が確認さ

れました。 

・ 配合飼料価格の高騰により経営が逼迫している魚類養殖業者の負担軽減を図るため、

85 業者に対して、漁業経営セーフティーネット構築事業の負担金の一部を支援しまし

た。 

・ 黒のり養殖について、ＩＣＴ観測機器を活用したリアルタイムの漁場環境情報の提供

や「色落ちアラート」による適正養殖管理の推進、生⾧が早く短期間に収獲できる品種

の開発、魚類・鳥類による食害対策への支援に取り組むとともに、色落ち被害が頻発す

る３地区（鈴鹿、伊勢、鳥羽）において、施肥による栄養塩類の添加を実施し、最適な

施肥技術の開発に取り組みました。 

・ 黒のりの色落ち対策に向け、貧栄養の環境においても色落ちしにくい黒のり品種を作

出し、漁場において試験養殖を実施しました。 

・ 黒のり養殖におけるカモ類による食害の被害軽減のため、ドローンを用いた追い払い

を実施し、効果が確認されたことから普及を進めました。 

・ 海洋環境の変化に対応するため、生育状況が良い時に黒のりを収獲して品質を劣化さ

せずに保存する生のりの冷凍保存技術を確立し、マニュアルを作成しました。 

・ 青さのり（ヒトエグサ）養殖について、高水温化によって天然採苗が不安定化している

ため、確実な採苗につながる種の判別に必要なヒトエグサの遺伝子を迅速に検出でき

る遺伝子マーカーを試作しました。また、実際に環境水中の遺伝子の検出が可能である

ことを確認しました。 

・ 「きれいで豊かな伊勢湾」の実現に向け、３部（環境生活部、農林水産部、県土整備部）

連携のもと、流域下水処理場による栄養塩類管理運転が黒のりや二枚貝の生育に与え

る効果の把握、生物生産に必要な栄養塩類濃度の調査、栄養塩類減少の原因究明に向け

たデータ収集に継続して取り組みました。また、管理運転の効果を検証するシミュレー

ション解析に取り組みました。 

・ かき養殖におけるへい死対策として、漁場の環境情報の提供に加え、西日本産種苗の導

入に向けた飼育試験や、かきの餌となる植物プランクトンの多い伊勢湾海域での飼育

試験に取り組み、西日本産種苗のへい死率が従来種苗と比べて低いことや、伊勢湾海域

でのへい死率が鳥羽海域と比べて低いことを確認するなど、へい死対策に係る知見を

蓄積することができました。 

・ 真珠養殖について、ＩＣＴ観測機器を活用した海水温等のリアルタイム配信及び予察

情報の毎週配信や「三重県版アコヤタイムライン」の運用による適正養殖管理を推進し
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た結果、へい死率は令和元年の大量へい死前と同水準まで低下しました。また、「三重

県アコヤシードバンク」により、さまざまなアコヤガイの系統保存や高水温耐性種苗の

開発に取り組むとともに、稚貝のへい死リスクの分散のため、水温が下がる秋季におけ

る養殖業者への稚貝供給に取り組みました。 

・ 海外の真珠需要の回復や円安等による需要拡大の好機を活かし、真珠の展示会（ジャパ

ンパールフェア）や真珠取り出し体験（県総合博物館開館 10 周年記念企画展関連イベ

ント）など、県内外で開催されるイベントを通じて、本県の真珠養殖の魅力発信に取り

組みました（５件）。 

 

【令和７年度の取組方向】 

《疾病対策》 

・ 養殖業における適正な飼育管理に向けて、養殖魚の魚病診断、投薬・予防に係る指導を

継続して実施します。 

・ 水温が低く魚病被害の軽減が期待できる「深い水深層」での浮沈式いけすを用いたマハ

タ養殖の実証に継続して取り組みます。 

・ 県産二枚貝の安全・安心の確保に向けて、県内８海域において貝毒プランクトンのモニ

タリング及び貝毒検査を継続するなどの取組を推進します。 

 

《安定的かつ収益性の高い養殖経営》 

・ 魚類養殖については、遺伝情報を活用した選抜育種によるマハタの高水温耐性種苗の

開発、新品種であるマサバの養殖技術の開発に取り組みます。また、高水温環境におけ

る魚病被害の抑制や飼料費の削減を図るため、一定期間餌を与えない「無給餌飼育」の

技術開発に取り組みます。 

・ 黒のり養殖について、ＩＣＴ観測機器を活用したリアルタイムの漁場環境情報の提供

や「色落ちアラート」による適正養殖管理の推進、生⾧が早く短期間で収獲できる品種

の開発、魚類・鳥類による食害対策への支援に取り組むとともに、色落ち被害が頻発す

る地区において、施肥による色調改善に取り組みます。 

・ 黒のりの生産量の回復に向け、生⾧が早く、短期間で収獲できる黒のり高生⾧品種の開

発に取り組みます。 

・ 青さのり養殖について、採苗の効率化に向けて、試作した遺伝子マーカーを用いて海中

のヒトエグサ遺伝子を検出する実証試験に取り組みます。また、遺伝情報を活用して、

現在の漁場環境でもよく生⾧する優良な養殖株を探索します。 

・ 「きれいで豊かな伊勢湾」の実現に向け、３部（環境生活部、農林水産部、県土整備部）

連携のもと、流域下水処理場による栄養塩類管理運転が黒のりや二枚貝の生育に与え

る効果の検証、生物生産に必要な栄養塩類濃度の調査、栄養塩類減少の原因究明に向け

たデータ収集に継続して取り組みます。また、管理運転の効果を検証するシミュレーシ

ョン解析に取り組みます。 
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・ かき養殖について、漁場の環境情報の提供に加え、三倍体マガキの養殖技術や種苗生産

技術の開発等に取り組みます。 

・ 真珠養殖について、漁場環境データの提供や「三重県版アコヤタイムライン」の運用に

取り組むとともに、感染症対策等の適正な養殖管理を推進します。また、「三重県アコ

ヤシードバンク」のもと、稚貝の秋季供給に継続して取り組むとともに、現在の厳しい

環境でも高成⾧かつ高品質な真珠を作るアコヤガイの作出に取り組みます。 

・ 海外の真珠需要の回復や円安等による需要拡大の好機を活かし、県内外で開催される

イベントを通じ、県産真珠のＰＲに継続して取り組みます。 
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伊勢湾の重要な水産資源であるハマグリは、平成 15 年から回復傾向にあったものの、平

成 26 年から再び減少しており、資源の増大が急務となっています。このため県では、ハマ

グリの種苗放流に向けて、種苗生産技術や中間育成技術の開発に取り組んでおり、安定的

に受精卵を得る技術の開発や種苗飼育中の生残率を向上させる試験を実施してきました。 

その結果、令和 6 年度には、中間育成を経たハマグリ種苗約 158 万個を生産するととも

に、生産された種苗の一部を放流し、放流効果を検証しました。 

今後は、種苗生産技術及び中間育成技術を一層向上させるとともに、放流を継続するこ

とにより、ハマグリ資源の増大につなげていきます。 

生産されたハマグリ稚貝の選別 育成中のハマグリ稚貝 

トピックス ① 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1-1 ハマグリの種苗生産と中間育成

○○○○○○○○○○○○○ 
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県内の魚類養殖では、高水温化に伴う魚病被害の増加や空き漁場の不足が問題とな

っています。県では、これらの問題を解決するため、令和６年 12 月に、浮沈式いけ

す（写真１）を用いて、水温が低く、波が穏やかな深い水深層で魚を養殖する「シン

層飼育」※の実証試験を開始しました。 

実証海域の賀田湾（尾鷲市）の水深 15m は、通常養殖が行われる表層（水深 0～

5m）と比べて、夏の水温が５℃ほど低く、荒天時の波の影響が小さいという特徴が

あります。実証試験では、浮沈式いけすに収容したマハタ稚魚 7 千尾（写真２）を約

２年半かけて出荷サイズまで飼育し、「シン層飼育」の効果を検証します。 

※「シン層飼育」は「新」しい養殖方法と「深」い水深をかけた県の造語です。 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 1 浮沈式いけす 写真 2 いけすに収容したマハタ  

1-2「シン層飼育」の実証試験を開始しました 
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 基本的な施策 ２ 多様な担い手の確保及び育成と経営力の強化 
 

【めざす方向】 

 

多様な担い手の確保及び育成に向けて、水産業の魅力紹介や漁業体験の実施、新規就業者

の定着支援や事業承継の仕組みづくり、高齢者や女性等多様な担い手が活躍できる環境づ

くり等を進めます。 

安定した経営体の育成に向けて、複合経営や協業化等の所得向上の取組、法人化や経営規

模の拡大等の経営の安定と雇用の創出のための取組、収益性向上をめざした漁船、漁具、施

設の整備等を支援するとともに、水産業協同組合の経営の安定に向けて、県１漁協をめざし

た段階的な合併等を促進します。 

県産水産物の競争力の強化に向けては、６次産業化や観光業等異業種との連携、輸出の促

進等を進めます。 

 

 

【基本的な施策の体系】 

 

基本的な施策 基本的な施策の展開方向 

２ 多様な担い手の確保及び育成

と経営力の強化 

２－１ 多様な担い手の確保及び育成 

２－２ 安定した経営体の育成 

２－３ 水産業協同組合の経営の安定 

２－４ 県産水産物の競争力の強化 
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２－１ 多様な担い手の確保及び育成 

【取組目標の達成状況】 

（取組目標） 

新規漁業就業者数（45 歳未満） 

現状値 

（令和元年度） 

令和６年度 

目標 

令和６年度 

実績 

目標値 

（令和 11 年度） 

42 人 52 人 44 人 62 人 

目標設定の考え方 

 漁師塾・真珠塾への支援、協業化や法人化の促進による雇用の受け皿となる経営体の育

成等の取組を進め、45 歳未満の新規漁業就業者を毎年２人ずつ増加させることをめざし

ています。 

 

【令和６年度評価】 

漁師塾・真珠塾への支援、オンライン漁師育成機関「みえ漁師 Seeds（みえりょうしーず）」

の運営や掲載情報の充実、新規就業者の雇用の受け皿となる経営体の育成等を進めてきま

したが、気候変動や黒潮大蛇行の影響等により厳しい漁業経営が続いていることから新規

就業が低調となり、目標を下回る結果となりました。今後は、これまでの取組に加え、漁協

や漁業経営体が行う就業者のための空き家改修や労働環境改善のための機械・設備の導入

支援等に取り組み、本県漁業への多様な担い手の就業を促進していきます。 

 

【令和６年度の取組状況】 

・ 漁協や漁業士等と連携し、津市、四日市市、松阪市、桑名市、尾鷲市、鳥羽市、志摩市、

南伊勢町及び紀北町の小中学生を対象に、漁業の紹介や市場見学等を実施し、本県漁業

に対する理解促進を図りました。 

・ 令和 6 年７月に津市で開催された（公財）三重県農林水産支援センター主催の三重県

農林漁業就業・就職フェアや同年７月及び翌年２月に大阪で開催された（一社）全国漁

業就業者確保育成センター主催の漁業就業支援フェアへ参加し、本県漁業への就業希

望者からの相談に応じるとともに、漁師塾等の就業希望者に対する本県独自の取組を

紹介しました。 

・ オンライン漁師育成機関「みえ漁師 Seeds」を運営するとともに、求人や移住情報等の

掲載情報の充実に取り組みました。また、若手・中堅漁業者向けの座学講座動画を新た

に追加し、カリキュラムの充実を図りました。 

・ 本県への移住希望者に対して就業先としての漁業の周知を図るため、県の移住関係部

局と連携し、三重県移住・交流ポータルサイトに漁業就業に関する情報を掲載すると

ともに、同部局が主催する移住フェア（10 月・名古屋、12 月・大阪）に参加し、本県

漁業の紹介や漁業就業への相談に応じました。 
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・ 志摩市でのみえ真珠塾立神校（令和６年９月）、南伊勢町での南伊勢漁師塾（令和６年

10 月及び翌年２月）、大紀町での錦漁師塾（令和６年４月及び６月）において漁業体験

を目的とした短期研修（計 12 名参加）の開催を支援した結果、１名が本県で漁業に就

業することとなりました。 

・ 若手・中堅漁業者の経営力向上を図るため、黒のり養殖業者や魚類養殖業者等６者に対

して専門家を派遣し、法人化や就業規則の整備に向けた伴走支援を行いました。 

・ 漁業者のＩＴスキルの向上に向け、「みえスマート水産業研究会」において、研修会を

２回、現地説明会を１回実施し、スマート技術の普及を図りました。 

・ 水福連携の県内全域への定着に向け、（一社）三重県障がい者就農促進協議会に委託し

て、「水福連携コーディネーター」の活動を支援した結果、カキ養殖用ロープの釘抜き

作業、シジミやカタクチイワシ等の加工作業など、新たに計８件の福祉事務所等への作

業委託が行われました。 

 

【令和７年度の取組方向】 

・ 将来の漁業後継者の確保に向け、漁協や漁業士等と連携して小中学生等を対象とした

出前授業の実施や漁業体験への支援を継続し、地元漁業に対する理解を促進します。 

・ 漁業就業フェア等において、就業希望者への丁寧な相談対応や助言に加え、移住担当

部局との連携による情報提供も行いながら、本県漁業への円滑な就業を促進します。 

・ 就業希望者が地域の漁業に円滑に就業できるよう、漁師塾の実施地区の拡大を進める

とともに、オンライン漁師育成機関「みえ漁師 Seeds」の内容充実を図ります。 

・ 安定した経営基盤を有し、労働環境等が整った新規就業者の雇用の受け皿となる経営

体の育成に向け、「みえ漁師 Seeds」の若手・中堅漁業者向け講座の受講を促進すると

ともに、中小企業診断士や社会保険労務士等の専門家派遣による個別伴走支援を実施

します。 

・ 水産業の多様な担い手の確保に向け、漁協や漁業経営体が行う、空き家改修等の研修生

や新規就業者の受入体制整備及び漁業現場の労働環境改善の取組を支援します。 

・ 「みえスマート水産業研究会」が開催する研修会や漁業者向けの現地説明会、各種新技

術の実証試験を通じて、漁業者のＩＴスキルの向上を支援します。 

・ 水福連携の県内全域への定着に向け、「水福連携コーディネーター」の活動への支援を

継続します。 

・ 外国人材の活用促進に向け、漁業者等を対象としたセミナーの開催に取り組みます。 
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２－２ 安定した経営体の育成  

【取組目標の達成状況】 

（取組目標） 

 「浜の活力再生プラン」策定地区における漁業所得の増加率 

 （現状値を 100 とした場合の増加率） 

現状値 

（令和元年度） 

令和６年度 

目標 

令和６年度 

実績 

目標値 

（令和 11 年度） 

100 

（平成 30 年度） 

110 

（令和５年度） 

111 

（令和 5 年度） 

121 

（令和 10 年度） 

目標設定の考え方 

 「浜の活力再生プラン」は、５年間で漁業所得を 10％向上させることが目標とされて

いることから、全ての策定地区における漁業所得を毎年２％向上させることをめざして

います。その後の５年間でも、さらに漁業所得を 10％向上させることから、10 年間で全

地区の平均漁業所得を 21％向上させることを目標にしています。 

 

【令和６年度評価】 

県内 16 地区で策定されている浜プランにおいて、養殖生産量や魚価の向上、経費削減等

の漁業所得向上に向けた取組を進めた結果、目標を達成しました。 

今後は、二枚貝類種苗の生産や中間育成技術の開発、省エネ機器の導入促進、海洋環境の

変化に対応した養殖技術の研究開発等により、浜プランに取り組む漁業者を支援していき

ます。 

 

【令和６年度の取組状況】 

・ 漁協等が作成した「浜プラン（16 地区）」及び「浜の活力再生広域プラン（以下「広域

浜プラン」という。）（６漁業種類）」に掲げられた魚価向上等の取組を支援しました。 

・ 活力ある漁村の構築に向けて、魚類養殖の経営安定化やイセエビ資源の増大の取組を

掲げた第３期浜プラン（７地区）の策定を支援しました。 

・ 漁業経営体が所得向上や経営安定のために導入した漁船や漁具、施設整備のために借

り入れた漁業近代化資金（95 件）への利子補給を行いました。なお、導入に際しては

3 経営体が競争力強化型機器等導入緊急対策事業を、5 経営体が水産業競争力強化漁船

導入緊急支援事業（漁船リース事業）を、14 経営体が水産業成⾧産業化沿岸地域創出

事業（新リース事業）を活用し、持続可能で収益性の高い操業体制への転換を図りまし

た。 

・ 漁業経営セーフティーネット構築事業への加入を促進したところ、漁業用燃油 794 件、

養殖用配合飼料 90 件の契約が行われ、災害や不慮の事故等による漁業経営への影響緩

和及び維持安定が図られました。 
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・ オンライン漁師育成機関「みえ漁師 Seeds」を運営するとともに、求人や移住情報等の

掲載情報の充実に取り組みました。また、若手・中堅漁業者向けの座学講座動画を新た

に追加し、カリキュラムの充実を図りました。【再掲】 

・ 配合飼料価格の高騰により経営が逼迫している魚類養殖業者の負担軽減を図るため、

85 業者に対して、漁業経営セーフティーネット構築事業の負担金の一部を支援しまし

た。【再掲】 

・ 若手・中堅漁業者の経営力向上を図るため、黒のり養殖業者や魚類養殖業者等６者に対

して専門家を派遣し、法人化や就業規則の整備に向けた伴走支援を行いました。【再掲】 

・ 漁家の収入安定を図るため、トラフグの中間育成に向けた作業筏の整備や黒のりの新

品種導入に向けた機器整備など８件の取組を支援しました。 

・ 漁業者のＩＴスキルの向上に向け、「みえスマート水産業研究会」において、研修会を

２回、現地説明会を１回実施し、スマート技術の普及を図りました。【再掲】 

 

【令和７年度の取組方向】 

・ 浜プラン及び広域浜プランに基づく漁業者の所得向上に係る取組を支援します。 

・ 活力ある漁村の構築に向けて、２地区の第３期浜プランの策定を支援します。 

・ 漁業経営体の所得向上や経営安定のため、競争力強化型機器導入緊急対策事業や水産

業成⾧産業化沿岸地域創出事業（新リース事業）等を活用し、漁船や漁具の導入を促進

します。 

・ 漁業者の経営改善に必要な資金の円滑な融通を図るため、漁業近代化資金等の借入に

対する利子補給を行います。 

・ 災害や不慮の事故等による漁業経営への影響緩和及び維持安定を図る漁業共済や漁業

経営セーフティーネット構築事業への加入を促進します。 

・ 安定した経営基盤を有し、労働環境等が整った新規就業者の雇用の受け皿となる経営

体の育成に向け、「みえ漁師 Seeds」の若手・中堅漁業者向け講座の受講を促進すると

ともに、中小企業診断士や社会保険労務士等の専門家派遣による個別伴走支援を実施

します。【再掲】 

・ 「みえスマート水産業研究会」が開催する研修会や漁業者向けの現地説明会、各種新技

術の実証試験を通じて漁業者のＩＴスキルの向上を支援します。【再掲】 
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優良事例表彰式の様子 

 

トピックス ② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2-1 出前授業等の実施 

県では、将来の水産業の担い手として期待される学生を対象に、地元水産業の魅力紹介

や漁業体験等を実施しています。 

令和７年２月に漁連、漁協、漁業者、水産高等学校と連携した取組では、同校の２年生

を対象として、同校が所在する志摩市和具地区の和具地方卸売市場等の施設見学を実施し

ました。水産物の水揚げ、競り、梱包、出荷されるまでの一連の流れを見学してもらうと

ともに、和具地区の主要な漁業について説明を行い、地元水産業の理解を促進しました。 

今後も引き続きこれらの取組を推進していきます。 

2-2 松阪地域水産業再生委員会の優良事例表彰受賞 

水産庁が実施した「2024年度浜の活力再生プラン優良事

例表彰」において、松阪地域水産業再生委員会の取組が、

他地域の模範となる優良な取組として、全国漁業共済組合

連合会会⾧賞を受賞しました。 

ハマグリ等の密漁対策へのドローンの活用や操業制限

等の地道な資源管理の取組、ＩＣＴ観測機器の活用による

青さのりの養殖管理の推進など、地域全体で総合的な取組

が行われていることが評価されました。 

この取組は優良な取組として、全国の再生委員会に紹介

されました。 

競りを見学する生徒 刺し網漁業の説明を受ける生徒 
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２－３ 水産業協同組合の経営の安定 

【取組目標の達成状況】 

（取組目標） 

 県内の沿海漁協数 

現状値 

（令和元年度） 

令和６年度 

目標 

令和６年度 

実績 

目標値 

（令和 11 年度） 

14 漁協 11 漁協 11 漁協 １漁協 

目標設定の考え方 

 水産業や漁村の活性化の中核的な役割を担う漁協の組織・経営基盤の強化に向け、県内

沿海漁協が合併し、10 年後に１漁協となることをめざしています。 

 

【令和６年度評価】 

令和６年度に合併又は解散をした沿海漁協はなかったことから、県内沿海漁協は 11 漁協

で変更はありませんでした。 

引き続き、三重県漁連等の関係団体と連携し、漁業者が安心して漁業を営める環境を確保

していけるよう、各漁協を支援・指導していくとともに、必要に応じて合併に向けた協議が

円滑に進むよう支援していきます。 

 

【令和６年度の取組状況】 

・ 令和５年に解散した桑名漁業協同組合連合会の清算結了に向けて、適宜指導を行いま

した。 

・ エネルギー価格高騰の漁協経営への影響の緩和に向け、漁協の製氷事業等に係る電力

料金の一部支援を実施しました。 

 

【令和７年度の取組方向】 

・ 三重県漁連等の関係団体と連携し、漁業者が安心して漁業を営める環境を確保してい

けるよう、各漁協に対する支援・指導を継続するとともに、必要に応じて合併に向けた

協議が円滑に進むよう支援していきます。 

・ 漁協の不要施設等の処分・再編を支援することで、漁協合併を含む収益構造の改革を促

進し、漁協の経営基盤を強化します。 
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２－４ 県産水産物の競争力の強化 

【取組目標の達成状況】 

（取組目標） 

 県輸出協水産部会員による新たな輸出取引件数（累計） 

現状値 

（令和元年度） 

令和６年度 

目標 

令和６年度 

実績 

目標値 

（令和 11 年度） 

13 件 28 件 29 件 43 件 

目標設定の考え方 

 県産水産物の輸出を促進して恒常的な輸出を実現するため、三重県農林水産物・食品輸

出促進協議会水産部会員による新たな輸出取引件数を毎年３件ずつ、10 年間で 30 件増

加させることをめざしています。 

 

【令和６年度評価】 

現地バイヤーや商社との対面での商談機会の創出等に取り組んだ結果、ASEAN 諸国の中

で購買力が高く、輸出先として有望なマレーシア等において、３件の新たな輸出取引が実現

し、目標を達成しました。引き続き、さまざまな商談機会を創出するとともに、マーケット

インの体制構築を進めることにより、さらなる県産水産物の輸出へとつなげていきます。 

 

【令和６年度の取組状況】 

・ マレーシア、シンガポールにおける水産物のニーズや商流に精通した現地アドバイザ

ーを配置し、現地ニーズを把握したうえで、三重県農林水産物・食品輸出促進協議会水

産部会員を対象とした現地バイヤー等との現地対面商談会（マレーシアのみ：令和６年

10 月）、オンライン商談会（マレーシア：令和６年 11 月、シンガポール：令和６年 10

月～令和７年２月）を実施するとともに、商談後も継続的な販促活動の支援を行い、新

たな販路の獲得につなげました。 

・ 県産水産物の販路拡大に向け、首都圏、関西圏の量販店等（448 店舗）において県産水

産物フェアを開催（令和 6 年 11 月から翌年３月）し、消費者やバイヤー等に県産水産

物の魅力を伝えるとともに、水産関係事業者（6 業者）の商品開発や販路構築等の取組

に対する伴走支援を行い、販路拡大につなげました。 

・ 世界農業遺産を取り扱った書籍への海女漁業・真珠養殖業に関する資料提供やイベン

トでの魅力発信などを行い、県産水産物の認知度向上を図りました。 

・ 海女振興協議会と連携して、県内外のイベントで海女漁業や海女漁獲物「海女もん」の

魅力発信を行い、海女文化や県産水産物の認知度向上を図りました。 

・ 海外の真珠需要の回復や円安等による需要拡大の好機を活かし、真珠の展示会（ジャパ

ンパールフェア）や真珠取り出し体験（県総合博物館開館 10 周年記念企画展関連イベ

ント）など、県内外で開催されるイベントを通じて、本県の真珠養殖の魅力発信に取り
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組みました（５件）。【再掲】 

 

【令和７年度の取組方向】 

・ 輸出先国（マレーシア等）の飲食業や小売業への販路開拓を支援するため、現地ニーズ

や商流に精通した現地アドバイザーを配置し、収集した現地ニーズや商品の評価を水

産関係事業者へフィードバックすることにより、現地ニーズに対応した商品を提供す

るマーケットインの体制構築を進めます。また、現地の飲食業や小売業に幅広い販路を

持つ商社等との商談機会（対面及びオンライン商談）の創出に継続して取り組みます。 

・ 輸出先の多角化と太い強固なサプライチェーン構築を図るため、施設認定など一定の

障壁があるものの、東南アジア諸国の中でも経済発展が著しく、政府により農林水産

物・食品輸出支援プラットフォームが設置されているベトナムを対象国とし、現地バイ

ヤーの訪問と日本への産地招聘からなる双方向型の商談機会を創出します。また、現地

バイヤーと県内事業者間における県産水産物の積極的な活用等について記した「ＭＯ

Ｕ（覚書）」の締結を支援します。 

・ 輸出先国の規制等をふまえた輸出事業者のＨＡＣＣＰ認定取得等を促進します。 

・ 県産水産物の販路拡大に向け、大都市圏の量販店等において県産水産物フェアを開催

し、魅力発信に取り組むとともに、商品開発・改良、商談、情報発信等の生産現場の課

題に応じた専門家による伴走支援を実施します。 

・ 適切な管理による水産資源の持続可能な利用が求められていることから、持続可能性

を担保する水産エコラベル認証の取得を促進します。 

・ 水産産地市場等において、食品衛生法に基づくＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の徹底を

指導します。 

・ 雑誌・書籍等への資料提供や各種イベントを活用し、海女漁業・真珠養殖業の魅力発信

を行い、地元水産物の認知度向上を図ります。 

・ 海女振興協議会等と連携し、持続的漁業である海女の取組や海女漁獲物「海女もん」の

魅力発信を行います。 

・ 海外の真珠需要の回復や円安等による需要拡大の好機を活かし、県内外で開催される

イベントを通じ、県産真珠のＰＲに継続して取り組みます。【再掲】  
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マレーシア現地商談会の様子 

 

トピックス ③ 

 

 

 

  
2-4 海外における県産水産物の商談会等の実施 

県では、県産水産物の海外への販路拡大に向け、マ

レーシア及びシンガポールにおいて、現地のニーズや

商流に精通した現地アドバイザーを設置し、現地バイ

ヤー等との商談機会の創出に取り組んでいます。 

令和６年度は、県内水産関係事業者がマレーシアへ

渡航し、対面での商談を行うなど販路拡大に向けた取

組を進めた結果、取引成立につながりました。 
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 基本的な施策 ３ 災害に強く生産性が高い水産基盤の整備と活力ある漁村の構築 

 

【めざす方向】 

 

水産業の基盤の整備に向けて、漁港施設及び海岸保全施設の耐震・耐津波対策や⾧寿命化

対策等を推進するとともに、水産動植物の生育環境の保全、改善及び創造に向けて、藻場・

干潟等の造成や漁場整備の推進、漁業者等による藻場・干潟の保全活動の支援等に取り組み

ます。 

活力ある漁村の構築に向けて、地域全体で漁業に取り組む体制づくり等による漁村コミ

ュニティの維持発展や、浜プラン等の策定・実践に取り組む漁業者等への支援等に取り組み

ます。 

内水面地域の活性化に向けては、稚アユ放流等、漁業権対象魚種の増殖や漁場環境の維

持・回復の取組等を促進します。 

 

 

【基本的な施策の体系】 

 

基本的な施策 基本的な施策の展開方向 

３ 災害に強く生産性が高い水産

基盤の整備と活力ある漁村の

構築 

３－１ 水産業の基盤の整備 

３－２ 水産動植物の生育環境の保全、改善及び創造 

３－３ 活力ある漁村の構築 

３－４ 内水面地域の活性化 
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３－１ 水産業の基盤の整備 

【取組目標の達成状況】 

（取組目標） 

 拠点漁港における耐震・耐津波対策を行った施設の整備延⾧（累計） 

現状値 

（令和元年度） 

令和６年度 

目標 

令和６年度 

実績 

目標値 

（令和 11 年度） 

493ｍ 766ｍ 770ｍ 1,016ｍ 

目標設定の考え方 

 優先的に取り組む必要がある県管理の生産・流通拠点漁港の設備の耐震・耐津波対策に

ついて、整備延⾧を令和２年度は 73m、その後は毎年 50ｍ実施し、10 年後には整備延⾧

を累計 1,016ｍとすることをめざしています。 

 

【令和６年度評価】 

県管理の生産拠点漁港である波切漁港及び錦漁港において、耐震・耐津波対策の防波堤等

の整備に取り組んだ結果、整備延⾧（累計）が 770m（50m 増）となり、目標を達成しまし

た。引き続き、災害に強く生産性が高い水産基盤の整備に向けて、生産・流通拠点漁港の耐

震・耐津波対策を進めていきます。 

 

【令和６年度の取組状況】 

・ 生産拠点漁港である波切漁港及び錦漁港において、地震や津波対策として防波堤等の

整備（L=50m）を、白塚漁港海岸及び矢口漁港海岸において、耐震・耐津波対策として

堤防整備（L=480m）を実施しました。そのほか、老朽化が進んでいる漁港施設及び海

岸保全施設について、⾧寿命化対策工事を実施しました。 

・ 流通拠点漁港である奈屋浦漁港において、南伊勢町や漁業関係者と連携し、岸壁の耐震

化による災害対応力の強化、高度衛生管理に対応した荷さばき施設の整備、沖待ち解消

のための陸揚げ岸壁の拡充及びＩＣＴを活用した流通の効率化等について、課題の整

理や具体的な検討を行い、総合的な漁港施設整備に着手しました。 

 

【令和７年度の取組方向】 

・ 生産・流通拠点漁港を中心に耐震・耐津波対策を進めるとともに、施設の老朽化状況を

ふまえた適切な⾧寿命化対策を効率的に進めます。 

・ 策定した漁港施設整備計画に基づき、流通拠点漁港である奈屋浦漁港において、南伊勢

町や漁業関係者との連携による総合的な漁港施設整備を進めます。 
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トピックス ④ 

 

 

 

  
県では、生産・流通拠点漁港を中心に、防波堤や岸壁等の漁港施設や、堤防等の海岸保

全施設について、地震や津波・高潮等に対する安全性を確保するための防災・減災対策を

推進しています。 

令和６年度は、波切漁港及び錦漁港の防波堤や白塚漁港海岸及び矢口漁港海岸の堤防等

の整備を進めました。今後も生産・流通拠点漁港を中心に、地震や津波・高潮等への対策

に取り組んでいきます。 

3-1 漁港・海岸保全施設における地震や津波・高潮対策の推進 

防波堤の整備が行われた錦漁港 
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３－２ 水産動植物の生育環境の保全、改善及び創造 

【取組目標の達成状況】 

（取組目標） 

 藻場・干潟等の造成面積（累計） 

現状値 

（令和元年度） 

令和６年度 

目標 

令和６年度 

実績 

目標値 

（令和 11 年度） 

51.2ha 58.3ha 60.9ha 71.2ha 

目標設定の考え方 

 生物の生息環境と藻場・干潟等を再生する適地を考慮して、藻場・干潟等の造成面積の

累計を令和５年度までに 55.8ha、10 年後に 71.2ha まで造成することをめざしています。 

 

【令和６年度評価】 

本県外海域（鳥羽・志摩海域、熊野灘海域）における藻場造成や伊勢湾における干潟・浅

場造成に取り組んだ結果、藻場・干潟等の造成面積（累計）が 60.9ha（藻場が 1.9ha 増）と

なり、目標を達成しました。引き続き、水産動植物の生育環境の保全、改善及び創造に向け、

藻場・干潟等の造成や保全の取組を進めていきます。 

 

【令和６年度の取組状況】 

・ 藻場が急速に減少している志摩半島沿岸の状況把握を目的に、三重大学と共同で実施

しているモニタリング調査の結果、安乗地区においても藻場の減少（磯焼け）が進行し

ていることが推察されました。 

・ 魚類による食害が藻場の減少に影響していることが確認されたため、その対策として

カゴや網で海藻を囲って保護する試験を継続し、食害防止の効果を確認するとともに、

漁業者等の活動組織による漁場の保全活動での活用に向けて、入手が容易な資材を用

いて試作したカゴによる試験を実施するなど、広域展開に向けた検討を進めました。 

・ 本県外海域において、藻場造成（安乗工区：0.31ha、大王工区：0.49ha、船越工区：0.20ha、

神前浦工区：0.34ha、紀北工区：0.20ha、波田須工区：0.47ha）に取り組みました。 

・ 松阪市地先において、浅場造成（松阪市工区：1.3ha）に取り組みました。 

・ 漁業者等の活動組織（24 組織）が実施した水産多面的機能の発揮のための食害生物の

駆除、海藻の種苗移植、漂着ゴミの撤去等の活動を支援し、藻場・干潟の保全等につな

げました。 

・ 10 活動組織が実施した、小・中学生やその保護者を対象にした観察会、学習会等、多

面的機能の理解・増進を図る教育・学習活動を支援したほか、情報サイト「ひとうみ.jp」

に活動組織の取組情報を掲載し、水産多面的機能の啓発に取り組みました。 

・ 三重県漁連が実施する海浜清掃に協力し、漂流・漂着ごみの削減に取り組むとともに、

白塚漁港海岸や宿田曽漁港海岸等において豪雨により発生した漂着流木等を適切に撤
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去・処理し、海洋環境の保全に努めました。 

 

【令和７年度の取組方向】 

・ 藻場の減少には、食害の増加のほか、海水温の上昇や栄養塩類の減少等の複合的な要因

が影響していると考えられるため、三重大学と共同でのモニタリング調査を継続して

実施します。 

・ 海藻の食害を防ぐカゴや網を用いた試験を継続するとともに、漁業者等の活動組織に

よる藻場回復を支援します。 

・ 有識者、関係市町、漁業関係者で構成する「三重県干潟・藻場等沿岸漁場保全懇談会」

での意見をふまえ、効果的な藻場造成を実施します。 

・ アサリ生息場の整備を進めるため、松阪市地先において、強い波による稚貝の流出を防

ぐ効果がある砕石を用いた干潟・浅場造成に取り組みます。 

・ 水産多面的機能の発揮のために活動組織が行う藻場・干潟の保全等の活動に対して支

援を継続します。 

・ 活動組織が行う多面的機能への理解・増進を図る教育・学習活動を促進するとともに、

情報サイト「ひとうみ.jp」への取組情報掲載等により水産多面的機能の啓発を進めま

す。 

・ 三重県漁連が実施する海浜清掃に協力し、漂流・漂着ごみの削減に取り組むとともに、

豪雨による漂着流木等の撤去・処理に適宜対応するなど、「伊勢湾流域圏海洋ごみ対策

推進広域計画」もふまえた海洋ごみ対策を推進します。 
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トピックス ⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

志摩半島沿岸における藻場のモニタリング調査や水中カメラによる観察の結果から、

藻場の減少要因の一つとして、アイゴやブダイ等の魚類による食害の影響があり、その

対策として網などによる海藻の保護が有効であることが分かってきました。 

海藻（サガラメ）を沈下式の仕切り網やカゴで保護する試験では、保護した海藻から放

出された種由来と思われるサガラメの幼体が周辺で多数（100個体以上）確認されました。 

今後は、これらの食害対策を広域に展開し、各地で核藻場の確保につなげたいと考え

ています。 

3-2 藻場を魚類による食害から守るカゴや網の活用 

仕切り網（イメージ図） 仕切り網 

カゴ（イメージ図） カゴ外で育つサガラメ幼体 
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３－３ 活力ある漁村の構築 

【取組目標の達成状況】 

（取組目標） 

 漁村の活性化につながる新たな取組数（累計） 

現状値 

（令和元年度） 

令和６年度 

目標 

令和６年度 

実績 

目標値 

（令和 11 年度） 

－ 15 取組 60 取組 30 取組 

目標設定の考え方 

 漁業体験等、余暇活動に訪れる方々の受入れや観光業との連携等による都市と漁村の

交流、６次産業化等、豊かな地域資源を活かした漁村地域の活性化につながる取組を毎年

３取組ずつ増加させ、10 年間で 30 取組を増加することをめざしています。 

 

【令和６年度評価】 

 漁村コミュニティの維持発展に向けて、漁家の収入安定対策に取り組んだ結果、トラフグ

の中間育成に向けた作業筏の整備や黒のりの新品種導入に向けた機器整備など８取組を支

援し、目標を達成しました。引き続き、地域全体で漁業に取り組む体制づくりを進めるとと

もに、地域の豊かな資源を活かして交流人口を増やすなど、漁村地域の活力づくりに向けて

取り組みます。 

 

【令和６年度の取組状況】 

・ 志摩市でのみえ真珠塾立神校（令和６年９月）、南伊勢町での南伊勢漁師塾（令和６年

10 月及び翌年２月）、大紀町での錦漁師塾（令和６年４月及び６月）において漁業体験

を目的とした短期研修（計 12 名参加）の開催を支援した結果、１名が本県で漁業に就

業することとなりました。【再掲】 

・ 若手・中堅漁業者の経営力向上を図るため、黒のり養殖業者や魚類養殖業者等６者に対

して専門家を派遣し、法人化や就業規則の整備に向けた伴走支援を行いました。【再掲】 

・ 漁家の収入安定を図るため、トラフグの中間育成に向けた作業筏の整備や黒のりの新

品種導入に向けた機器整備など８件の取組を支援しました。【再掲】 

・ 漁協等が作成した「浜プラン（16 地区）」及び「広域浜プラン（６漁業種類）」に掲げ

られた魚価向上等の取組を支援しました。【再掲】 

・ 世界農業遺産を取り扱った書籍への海女漁業・真珠養殖業に関する資料提供やイベン

トでの魅力発信などを行い、県産水産物の認知度向上を図りました。【再掲】 

・ 海女振興協議会と連携して、県内外のイベントで海女漁業や海女漁獲物「海女もん」の

魅力発信を行い、海女文化や県産水産物の認知度向上を図りました。【再掲】 

・ 安全で快適な漁村生活に向けて、白塚漁港海岸及び矢口漁港海岸において、耐震・耐津

波対策として堤防整備（L=480m）を実施しました。そのほか、老朽化が進んでいる海
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岸保全施設について、⾧寿命化対策を実施しました。 

・ 漁業集落の生活環境の改善等を目的として整備された漁業集落排水施設について、南

伊勢町が実施する機能保全対策を支援した結果、施設の⾧寿命化や維持管理費の軽減

が図られました。 

・ 漁業者のＩＴスキルの向上に向け、「みえスマート水産業研究会」において、研修会を

２回、現地説明会を１回実施し、スマート技術の普及を図りました。【再掲】 

・ 水福連携の県内全域への定着に向け、（一社）三重県障がい者就農促進協議会に委託し

て、「水福連携コーディネーター」の活動を支援した結果、カキ養殖用ロープの釘抜き

作業、シジミやカタクチイワシ等の加工作業など、新たに計８件の福祉事務所等への作

業委託が行われました。【再掲】 

 

【令和７年度の取組方向】 

・ 就業希望者が地域の漁業に円滑に就業できるよう、漁師塾の実施地区の拡大を進める

とともに、オンライン漁師育成機関「みえ漁師 Seeds」の内容充実を図ります。【再掲】 

・ 安定した経営基盤を有し、労働環境等が整った新規就業者の雇用の受け皿となる経営

体の育成に向け、「みえ漁師 Seeds」の若手・中堅漁業者向け講座の受講を促進すると

ともに、中小企業診断士や社会保険労務士等の専門家派遣による個別伴走支援を実施

します。【再掲】 

・ 浜プラン及び広域浜プランに基づく漁業者の所得向上に係る取組を支援します。【再掲】 

・ 雑誌・書籍等への資料の提供や各種イベントを活用し、海女漁業・真珠養殖業の魅力発

信を行い、地元水産物の認知度向上を図ります。【再掲】 

・ 海女振興協議会等と連携し、持続的漁業である海女の取組や海女漁獲物「海女もん」の

魅力発信を行います。【再掲】 

・ 安全で快適な漁村生活に向けて、海岸保全施設の耐震・耐津波対策を実施するとともに、

老朽化状況をふまえた⾧寿命化対策を進めます。 

・ 漁港施設等の有効活用を促進するため、国の規制緩和の状況や、県内外の有効活用事例

に関する情報について、関係市町や漁協へ提供します。 

・ 水福連携の県内全域への定着に向け、「水福連携コーディネーター」の活動への支援を

継続します。【再掲】 

・ 「みえスマート水産業研究会」が開催する研修会や漁業者向けの現地説明会、各種新技

術の実証試験を通じて漁業者のＩＴスキルの向上を支援します。【再掲】 
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カキ養殖用ロープの 

再利用のための釘抜き作業 
カタクチイワシの加工作業 

県では、水福連携の取組を県内全域に拡大していくため、令和４年度及び令和６年度に

水産関係者と福祉事業所とのマッチングを支援する「水福連携コーディネーター」の育成

研修を実施し、計４名のコーディネーターを育成しました。 

令和６年度はコーディネーターの活動を支援した結果、シジミやカタクチイワシ等の

加工作業、カキ養殖用ロープの釘抜き作業など、新たに計８件の福祉事務所等への作業

委託が行われました。 

3-3 水福連携コーディネーターの活動支援 
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３－４ 内水面地域の活性化 

【取組目標の達成状況】 

（取組目標） 

 内水面地域に訪れた遊漁者数 

現状値 

（令和元年度） 

令和６年度 

目標 

令和６年度 

実績 

目標値 

（令和 11 年度） 

9,661 人 

（平成 30 年度） 

10,176 人 

（令和 5 年度） 

8,330 人 

（令和５年度） 

10,700 人 

（令和 10 年度） 

目標設定の考え方 

 内水面地域の活性化に不可欠な遊漁者数を毎年１％、10 年間で 10％程度増加させ、10

年後に 10,700 人とすることをめざしています。 

 

【令和６年度評価】 

内水面地域に訪れた遊漁者数は、遊漁解禁当初に発生したカワウ等による食害を遊漁者

が敬遠したことから、目標値を下回りました。引き続き、遊漁者の増加を図るとともに、カ

ワウ等の食害防止対策や「あゆ種苗来歴カード」を活用した内水面漁協による防疫活動を支

援していきます。 

 

【令和６年度の取組状況】 

《内水面水産資源の回復》 

・ 内水面地域の活性化に向け、内水面漁協等が行う、稚アユの放流、子どもへの河川環境

教育やＳＮＳを活用した遊漁者向けのＰＲ活動、新たな遊漁者確保のための釣り研修

会の開催を支援しました。 

・ カワウによる食害防止のため、内水面漁協等が実施する河川に糸を張って飛来を防ぐ

対策や花火を用いた追い払いを支援しました。 

・ 外来魚対策に取り組む内水面漁協を支援し、アユ等を食害するブラックバス等外来魚

の駆除を促進しました。 

・ 「あゆ種苗来歴カード」によるアユ冷水病の情報収集を行うとともに、アユ冷水病又は

コイヘルペスウイルス病が疑われる魚体の診断を実施し、これらの疾病の蔓延防止を

図りました。 

・ シラスウナギの密漁監視や許可漁業における漁獲量の国への報告を実施し、国が管理

するウナギ資源の保護に取り組みました。 

・ ウナギ養殖業の持続的かつ健全な発展に向け、養殖業者から毎月提出されるシラスウ

ナギの池入れに関する実績報告を確認し、適正な池入れの徹底を図りました。 
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《内水面における漁場環境の再生》 

・ 内水面地域における水産多面的機能の発揮のため、漁業者等の活動組織が行うヨシ帯

の保全や河川の清掃活動等を支援し、漁場環境や生態系の維持・回復を促進しました。 

・ 内水面における生物の生息・成育・繁殖環境の保全を推進するため、河川の水量減少や

土砂流入等の課題について、関係各課との情報共有を図りました。 

 

【令和７年度の取組方向】 

《内水面水産資源の回復》 

・ 内水面地域の活性化に向け、内水面漁協等による稚アユの放流や子ども向けの河川環

境学習会の開催、遊漁者増加に向けたアユルアー釣り等の普及などを支援します。 

・ カワウの食害防止に向けて、ドローンを用いた繁殖地調査や河川への飛来防止活動を

支援します。 

・ 関係機関と連携しながら、ブラックバス等外来魚の食害防止対策に取り組む内水面漁

協の支援を行います。 

・ アユ冷水病やコイヘルペスウイルス病の蔓延防止のため、これらの疾病に関する情報

収集や解析、研修会等での情報提供を行うとともに、これら疾病が疑われる魚体の診断

を実施します。 

・ 国が管理するウナギ資源の保護のため、シラスウナギの密漁監視や許可漁業における

漁獲量の国への報告を適切に実施します。また、違法に採捕された水産物の流通防止を

目的とした「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」に令和７年 12 月

からシラスウナギが適用されることから、採捕・流通事業者に対して指導を行います。 

・ 資源量の減少が危惧されているウナギ資源の持続的な利用を確保するため、養殖業者

から毎月提出されるシラスウナギの池入れに関する実績報告を確認し、適正な池入れ

を行うよう指導します。 

 

《内水面における漁場環境の再生》 

・ 内水面地域における水産多面的機能の発揮に資するため、活動組織が行う漁場環境・生

態系の維持・回復等の取組を支援します。 

・ 河川が本来有している生物の生息・成育・繁殖環境の保全を推進するため、河川の水量

減少や土砂流入等の課題について、関係各課との情報共有を図ります。 
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 遊漁者によるアユ釣りは、生きたオト

リアユを使う友釣が一般的ですが、専門

性の高い道具が必要であり、新たに始め

る方にとっては難しい釣りとなっていま

す。一方、近年ルアーを使ったアユ釣りの

人気が高まっています。これは、海釣りで

使う竿などをそのまま使えるためであ

り、新たにアユ釣りを始める方が増えて

います。本県でも、アユルアーを解禁する

河川が増えており、三重県内水面漁業協

同組合連合会等が県内各地で遊漁者向け

の講習会を開催するなど、遊漁者の増加

に向けた取組が進められています。 

アユルアー講習会の様子 

 

トピックス ⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３-４アユルアーによる新たな遊漁者の増加 
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 その他の施策 

 

４－１ 水産に関する技術の研究開発の推進及びその成果の普及 

【取組目標の達成状況】 

（取組目標） 

 県内でのスマート水産業の実践数（累計） 

現状値 

（令和元年度） 

令和６年度 

目標 

令和６年度 

実績 

目標値 

（令和 11 年度） 

２件 12 件 21 件 22 件 

目標設定の考え方 

 生産性や所得の向上、働き方改革につながる県内でのスマート水産業の実践取組を毎

年２件ずつ増加させ、10 年後に累計で 22 件としていくことをめざしています。 

 

【令和６年度評価】 

「ドローンを用いた黒のりの食害対策技術の開発」「船びき網漁業における魚探情報等の

共有システムの導入」「魚類養殖におけるスマート給餌機の導入」「魚類養殖におけるＩＣＴ

観測機器の導入」の 4 件に取り組み、目標を達成しました。引き続き、水産業の生産性及び

所得の向上に向け、海洋環境の変化に対応したスマート技術の研究開発及びその成果の普

及に取り組みます。 

 

【令和６年度の取組状況】 

・ 青さのり養殖において、ＩＣＴ観測機器で観測される水温情報をＳＮＳにより養殖業

者にリアルタイムで配信し、適切な天然採苗と本養殖の開始のタイミングを周知した

ことにより、採苗の安定化や養殖の効率化につながりました。 

・ 養殖海藻（黒のり、青さのり）の地域別の炭素貯留量を算定しました。また、藻場の画

像データからブルーカーボン貯留量を自動計測する仕組みの開発を産学官連携により

進めました。 

・ 黒のりの色落ち対策に向け、貧栄養の環境においても色落ちしにくい黒のり品種を作

出し、漁場において試験養殖を実施しました。【再掲】 

・ 黒のり養殖におけるカモ類による食害の被害軽減のため、ドローンを用いた追い払い

を実施し、効果が確認されたことから普及を進めました。【再掲】 

・ 海洋環境の変化に対応するため、生育状況が良い時に黒のりを収獲して品質を劣化さ

せずに保存する生のりの冷凍保存技術を確立し、マニュアルを作成しました。【再掲】 

・ 国の機器導入支援事業を活用し、鳥羽地域の漁業者が船びき網漁業における操業の効

率化を目的に魚探情報等の共有システムを、南伊勢地域の漁業者が魚類養殖における

作業の省人・省力化を目的にスマート給餌機を、三重外湾漁協が魚類養殖における作業
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の省人・省力化を目的にＩＣＴ観測機器を導入し、生産性の向上につながりました。 

・ 漁業者のＩＴスキルの向上に向け、「みえスマート水産業研究会」において、研修会を

2 回、現地説明会を 1 回実施し、スマート技術の普及を図りました。【再掲】 

・ 高水温の影響により増加している養殖マハタの疾病について、ショウガ粉末等を原料

にした免疫賦活飼料をマハタに与えたところ、へい死率が低下し、耐病性の向上効果が

確認されました。【再掲】 

・ 魚類による食害が藻場の減少に影響していることが確認されたため、その対策として

仕切り網やカゴを用いた藻場の保護試験を実施したところ、食害防止の効果が確認さ

れました。【再掲】 

・ 藻場が減少する中でも比較的漁獲量が保たれているサザエの種苗放流試験を実施した

ところ、放流種苗への食害の影響は夏季に比べて冬季に少ないことが明らかとなり、効

果的な種苗放流時期に関する知見が得られました。 

・ 令和 6 年度に発生したカレニア・ミキモトイによる赤潮を対象として、令和 5 年度に

作成した赤潮発生シナリオの検証に取り組み、赤潮発生の予察に関する知見を集積し

ました。 

・ 大学等の研究機関や企業と連携し、サガラメの種苗生産及び移植技術の開発、伊勢湾生

態系モデルの開発、体表プロバイオティクスを用いた養殖マダイの感染症対策等、県内

水産業の課題解決に向けた取組を進めました。 

 

【令和７年度の取組方向】 

・ 黒のりの生産量の回復に向け、生⾧が早く、短期間で収獲できる黒のり高生⾧品種の開

発に取り組みます。【再掲】 

・ 青さのりの安定生産に向け、人工採苗及び品質向上技術の開発に取り組みます。 

・ 魚類養殖業の経営改善のため、短期間で成⾧し、付加価値の高いマサバの養殖技術の開

発に取り組みます。 

・ 「みえスマート水産業研究会」が開催する研修会や漁業者向けの現地説明会、各種新技

術の実証試験を通じて漁業者のＩＴスキルの向上を支援します。【再掲】 

・ 志摩市沿岸の海域において、海藻を食害する魚類の侵入を防止する仕切り網やカゴを

用いた試験を継続し、藻場回復に向けた取組を進めます。 

・ 海女漁業の継続に向け、サザエを対象に食害の影響等も含めた種苗放流効果の検証を

進めます。 

・ 海洋環境及び赤潮プランクトンのモニタリングを継続して行うとともに、漁業被害の

軽減に向けて赤潮発生シナリオの精度向上に取り組みます。 

・ 大学等の研究機関や企業と連携し、遺伝情報を活用した青さのり優良株の探索、サガラ

メの種苗生産及び移植技術の開発、伊勢湾生態系モデルの開発、体表プロバイオティク

スを用いた養殖マダイの感染症対策等、県内水産業の課題解決に向けた取組を継続し

ます。 
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船上から飛び立つドローン ドローンの接近により、逃避するヒドリガモ 

 

トピックス ⑧ 

 

  

 

黒のり養殖では、鳥類や魚類による食害が問題となっています。これまで防除網等を用

いた対策が一部で行われてきましたが、費用や労力に課題があり、より実用的な対策が求

められていました。そこで、近年、多くの分野で普及が進むドローンの活用について検討

するため、養殖漁場で黒のりを食害中の鳥類（ヒドリガモ）や魚類（クロダイ）にドロー

ンを接近させたところ、これらの生物に対する追い払い効果が確認されました。今後は実

証事例を増やすとともに、音声やレーザー光線を発する機器を搭載するなど、追い払い効

果をより高める改良を検討することで、さらに有効な食害対策技術となることが期待され

ます。 

4-1 ドローンを用いた黒のり食害対策の実証 

 

ドローン
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４－２ 県民の理解の促進 

【取組目標の達成状況】 

（取組目標） 

 県民理解の向上に向けた取組数 

現状値 

（令和元年度） 

令和６年度 

目標 

令和６年度 

実績 

目標値 

（令和 11 年度） 

10 取組 15 取組 16 取組 20 取組 

目標設定の考え方 

 水産業や漁村に関する県民の理解向上を進めるため、ＳＮＳやメディアの活用等によ

る情報発信の取組を毎年１取組、10 年間で 10 取組増加させることをめざしています。 

 

【令和６年度評価】 

 「第 44 回全国豊かな海づくり大会～美し国みえ大会～」開催に向けた気運醸成活動を通

じて水産資源や水域環境保全の重要性の発信に取り組み、目標を達成しました。引き続き、

民間事業者や関係団体等と連携した県産水産物の魅力発信に取り組みます。 

 

【令和６年度の取組状況】 

・ Facebook や Instagram を活用し、県内水産業に関するさまざまな主体の活動や行事、

旬の県産水産物の紹介等を行い、県産水産物の魅力を発信しました。 

・ YouTube「みえ漁師 Seeds チャンネル」において、本県の主要な漁業種類の漁業紹介動

画等を 18 種類掲載し、本県漁業について広く発信しました。 

・ 鳥羽市の離島地域において、県内外の漁業に関心のある方を対象としたワカメ養殖体験

の開催を支援するなど、都市と漁村の交流を図りました。 

・ 「第44回全国豊かな海づくり大会～美し国みえ大会～」の開催（令和７年11月9日）に

向け、実行委員会総会を開催し、基本計画や実施計画を策定するとともに、関係する市

町や団体等との連携による大会ＰＲやリレー放流をそれぞれ36回実施し、開催気運の醸

成に取り組みました。【再掲】 

・ 漁協や漁業士等と連携し、津市、四日市市、松阪市、桑名市、尾鷲市、鳥羽市、志摩市、

南伊勢町及び紀北町の小中学生を対象に、漁業の紹介や市場見学等を実施し、本県漁業

に対する理解促進を図りました。【再掲】 

・ 魚食リーダーによる料理教室の開催を支援し、22 人の参加者に県産水産物の魅力や調

理法を伝えることができました。 

 

【令和７年度の取組方向】 

・ ＳＮＳを積極的に活用し、情報発信に努めるとともに、民間事業者や関係団体等と連携

した県産水産物の魅力発信に取り組みます。 
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・ 「第 44 回全国豊かな海づくり大会～美し国みえ大会～」の開催に向け、知事を本部⾧

とし、県、開催市町、水産関係団体の職員、約 1,100 名からなる大会実施本部を立ち上

げるなど準備を進めます。また、イベント等での大会ＰＲや県内リレー放流などに継続

して取り組むとともに、５月 31 日には、南伊勢町（宿田曽卸売市場）において大会の

開催気運醸成を目的とした「豊かな海づくりフェスタ」を開催します。【再掲】 

・ 漁協等が実施する地元の小中学生や県内外の漁業に関心のある方を対象とした漁業体

験等、水産業や漁村の魅力を伝える取組を促進します。 

・ 魚食リーダーによる料理教室の開催や調理方法紹介等の魚食普及活動を支援します。 
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 用語説明 

ABC（アルファベット） 

 ＡＩ（人工知能） 

Artificial Intelligence の略。人が実現するさまざまな知覚や知性をソフトウェアを用いて

人工的に再現したもの。 

 ＡＩＳ（船舶自動識別装置） 

Automatic Identification System の略。他の船舶の接近を警告したり、自船の位置を他の

船舶に伝える事により、船舶同士の衝突を予防するための装置。 

 ＨＡＣＣＰ（危害分析重要管理点） 

Hazard Analysis Critical Control Point の略。食品の製造において、施設の清掃や食品取

扱者の衛生管理等の従来の一般衛生管理に加え、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物

混入等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それ

らの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保

しようとする衛生管理の手法。 

 ＩＣＴ（情報通信技術） 

Information and Communication Technology の略。情報・通信に関する技術の総称で、

従来から使われているＩＴ（Information Technology）とほぼ同義語であるが、ＩＴの概念

をさらに一歩進め、ＩＴに通信コミュニケーションの重要性を加味した言葉。 

 ＩＣＴ観測機器 

海上のブイや支柱にセンサーを実装し、ネットワークを経由して水温や塩分濃度等の海

洋データをスマートフォンや携帯電話で確認することができるシステム。 

 ＩＴ（情報技術） 

Information Technology の略。コンピュータとネットワークを利用した技術の総称。 

 ＳＮＳ 

Social Networking Service の略。限られたユーザーだけが参加できるＷｅｂサイトの会

員制サービスのこと。 

ア 行 

 海女振興協議会 

   鳥羽・志摩の海女漁業や海女文化の振興、海女文化による観光振興を図ることを目的に、

海の博物館、大学、漁協、海女、商工会や観光協会等の関係団体、市、県により平成 24 年

６月に設立。 

 海女もん 

鳥羽・志摩地域の海女が採取した魚介藻類及びそれらを主な原材料とする加工品につけ

る共通ブランド名（商標登録済）。 
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 あゆ種苗来歴カード 

アユ冷水病の被害軽減のため、種苗生産、輸送、放流の各段階の情報に加え、釣果や水揚

げの良否等の情報が記録・管理された漁協等から県水産試験研究機関に送付されるシート。 

 アユ冷水病 

全国の養殖場や河川で、アユに深刻な被害を与えているフラボバクテリウム・サイクロフ

ィラムという細菌を原因とする感染症で、鰓や内臓の貧血、下顎の出血、体表の潰瘍（穴あ

き症状）を特徴とする。 

 池入れ 

養殖するため稚魚等を養殖池や生簀に入れること。 

 伊勢まだい 

「海藻」、「かんきつ」、「茶葉」の粉末を添加した飼料で一定期間飼育された、鮮度保持力

が高く、臭みや脂分が少なく美味しい本県オリジナルの養殖マダイ。 

 伊勢湾流域圏海洋ごみ対策推進広域計画 

 岐阜県、愛知県、三重県が、伊勢湾流域圏の海洋ごみ対策を推進するため、海岸漂着物処

理推進法第 14 条に基づき共同で策定した計画。 

 色落ち 

生育に必要な栄養塩類の不足が原因と考えられる、黒のりの色調が黒くならず品質が低

下した状態。 

 色落ちアラート 

ＩＣＴ観測機器で観測したクロロフィル量から、黒のりの色落ちの可能性を３段階で予

測した情報。12 月から３月まで、登録者に対してＳＮＳで毎日配信を行っている。 

 栄養塩類 

のり等海藻類や植物プランクトンの栄養となる、海水中に溶けた硝酸塩・亜硝酸塩・リン

酸塩・珪酸塩等の総称。 

カ 行 

 海岸保全施設 

海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜等の津波や高潮等による海

水の侵入又は海水による侵食から海岸を防護するための施設のこと。 

 海況 

水温、塩分、海流、水色、プランクトン分布等の要素によって表される海の総合的な状態

のこと。本県沿岸の海況は、黒潮流路の影響を強く受けている。 

 貝毒 

主にアサリ、マガキ、ヒオウギガイ等の二枚貝が、毒を有する植物プランクトンを捕食し、

体内に毒を蓄積する現象。国内では、麻痺性及び下痢性貝毒の二つが問題となっている。 
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 カレニア・ミキモトイ 

西日本を中心に広く分布する海産植物プランクトンの一種。高密度に増殖して赤潮を形

成し、魚介類のへい死を引き起こすことがある。 

 カワウ 

河川や湖沼においてアユを捕食し内水面漁業へ被害を与えている魚食性の鳥。全国で被

害が深刻化しており、内水面漁業関係者等による追い払いや駆除の取組が行われている。 

 環境ＤＮＡ 

海水、土壌、大気などの環境中に存在するＤＮＡ（デオキシリボ核酸、遺伝物質）のこと。

ある環境のＤＮＡを調べることにより、検出されたＤＮＡを持つ生物がその環境に存在す

ることが確認でき、網羅的に検出することで生物の多様性も調べることができる。 

 協業化 

生産コスト削減、品質安定化、衛生管理向上、労働条件改善等をめざし、複数の漁家によ

り、陸上作業や海上作業を共同で行うこと。全作業を協業体で行う完全協業と、一部作業の

みを漁協等に委託（例えばノリの加工）する場合等がある。 

 競争力強化型機器等導入緊急対策事業 

「浜の活力再生広域プラン」等に基づき、意欲ある漁業者が生産性の向上、省力・省コス

ト化に資する漁業用機器等を導入する場合に支援する制度。 

 漁海況⾧期予報 

関係県等が参加する漁海況予報会議で出される漁況（魚群来遊量、漁期、漁場位置等）と

海況に関する半年程度の予報であり、水産研究所のホームページで公表。 

 漁獲可能量（ＴＡＣ） 

水産資源の持続的利用あるいは回復を図るために、魚種ごとに漁獲できる総量を定めた

もので、ＴＡＣ（Total allowable catch）ともいう。 

 漁業共済 

異常事象又は不慮の事故によって受ける損失を補てんし、漁業再生産の阻害の防止及び

漁業経営の安定に資することを目的とした漁業者の共済制度。 

 漁業近代化資金 

漁業者等への⾧期かつ低利の資金融通を円滑にするため、県が利子補給をすることで、漁

業者等の資本装備の高度化を図り、経営の近代化に資することを目的とした融資制度。 

 漁業経営セーフティーネット構築事業 

燃油や配合飼料の価格が上昇した場合にその影響を緩和するため、漁業者・養殖業者と国

の拠出により補てん金を交付する制度。 

 漁業士 

漁業後継者の確保や漁村の活性化を図るため、知事によって、人格、識見、漁業経営の内

容等が優れた者や、優れた漁業経営を通じて漁業青年の育成に指導的役割を果たす者とし

て認定された漁業者。 
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 漁業集落排水施設 

漁業集落において、し尿や生活雑排水等の汚水を収集・処理し、生活環境の改善や周辺海

域の水質保全に寄与するための施設。 

 漁業に関する協定 

愛知県及び三重県並びに愛知及び三重海区漁業調整委員会が、主に渥美及び志摩半島沖

における漁場の利用に関し、両県の間に新しい漁業秩序を確立し、共に関心を有する水産資

源の保存及び合理的利用を図ることを目的に、平成 23 年 11 月に締結した協定。 

 漁港施設 

漁港区域内にある防波堤、岸壁、物揚場、船揚場、航路及び泊地、道路、用地等の施設。 

 魚食リーダー 

県民に魚の美味しさや簡単な調理法、魚を食べることの重要性等を伝えられる人材の確

保育成を目的に、県が平成 27 年度から 30 年度まで実施した「三重県魚食リーダー養成講

座」を受講し、修了した人材。80 名を認定。 

 黒潮大蛇行 

黒潮には、本州南方で南に大きく蛇行する大蛇行流路と、本州南岸に沿う非大蛇行流路が

ある。大蛇行流路を黒潮大蛇行と呼び、発生すると熊野灘沿岸が高水温傾向となる。 

 系統 

 共通の祖先を持ち、遺伝子型の等しい生物集団。 

 コイヘルペスウイルス病 

コイヘルペスウイルスを原因とし、マゴイやニシキゴイに発生する感染症で、目立った外

部症状は少ないものの、へい死率が高く、有効な治療法もない。コイ以外には感染せず、感

染したコイを食べても人体に影響はない。 

 高度衛生管理 

 陸揚げから荷捌き、出荷に至る各工程において、衛生上の危害を分析、特定のうえ、危害

要因を取り除くための対策を講じるとともに、定期的な調査・点検の実施並びに記録の維持

管理と要請に応じた情報提供を可能とする体制を構築していること。 

サ 行 

 栽培漁業 

減耗が最も激しい卵から稚仔魚の時期を人間の管理下において種苗を生産し、これを天

然の水域へ放流し、自然の海で成⾧したものを漁獲すること。 

 栽培漁業基本計画 

沿岸漁場整備開発法第７条の２の規定に基づき、国の基本方針をふまえ、栽培漁業を計画

的に推進するため、県が概ね５年ごとに策定する水産動植物の種苗の生産及び放流並びに

水産動物の育成に関する計画。 
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 サガラメ 

静岡県御前崎から紀伊半島にかけて分布するコンブ目の海藻。本県外海域で藻場を形成

し、アワビ類の重要な餌となっている。 

 資源管理協定 

漁業法 124 条の規定により、漁業者が魚種又は漁業種類ごとに自主的な資源管理措置や

資源管理目標を定めて締結する協定。 

 資源水準 

水産資源の状態を、過去 20 年以上にわたる資源量や漁獲量等の推移から「高位・中位・

低位」の３段階で区分したもの。 

 資源専門家委員会 

漁業に関する協定第 11 条に基づき、主に渥美及び志摩半島沖の水産資源等について調査

審議するために設置された水産資源の専門家で構成される委員会。 

 資源動向 

水産資源の動きや傾向を、過去５年間の資源量や漁獲量等の推移から「増加・横ばい・減

少」の３段階で区分したもの。 

 資源評価 

漁獲対象となる水産資源について、持続的な利用を科学的な見地から支えるため、資源状

態と漁獲圧の状態等を資源水準と資源動向等にて判断し、評価すること。 

 疾病 

病気のこと。魚介類は、ウイルス、細菌、カビ、原生動物、吸虫、条虫、線虫、甲殻類等

の感染や寄生によるほか、生息環境の悪化、栄養の過不足等により発症する。 

 重要沿岸資源 

沿岸漁業における重要性や資源管理、栽培漁業等の資源造成に係る取組、資源評価に必要

な漁獲情報及び生態的知見等を勘案して、三重県資源評価委員会が選定した水産資源。 

 種苗生産 

水産動物の親から得られた卵・精子を人工的に受精し、稚仔を大量に育成すること。 

 水産エコラベル 

持続可能で環境に配慮していると認証された漁業から生産された水産物（認証水産物）

が、流通・加工の過程において非認証水産物と混ざることなく消費者に届くようにすること

を目的とした認証スキーム。 

 水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（漁船リース事業） 

意欲ある漁業者が将来にわたり希望を持って漁業経営に取り組むことができるよう、「浜

の活力再生広域プラン」に基づき、浜の担い手の所得向上に係る取組に必要な中古漁船又は

新造漁船の円滑な導入（リース方式）を支援する事業。 
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 水産業成⾧産業化沿岸地域創出事業（新リース事業） 

適切な資源管理と収益性の向上を両立させた「地域水産業成⾧産業化計画」を策定し、審

査会の承認を受けることにより、その目標達成に必要な漁船・漁具を取得するリース事業者

に助成し、計画に参画する漁業者にリース方式で貸付を行う事業。 

 水産多面的機能 

水産物を供給する機能に加えて水産業及び漁村が担っている国境監視・海難救助による

国民の生命・財産の保全、保健休養・交流・教育の場の提供等の機能。 

 水福連携 

障がい者に対し、漁協や漁業者等の水産分野と福祉的就労事業所等の福祉分野が連携し

て就労機会の提供を図ることで、障がい者が自信や生きがいを持って社会参画を実現して

いく取組。 

 水福連携コーディネーター 

 地域を跨いだ作業の斡旋や取組拡大の余地がある水産加工・流通業とのさらなる連携に

向け、水産関係者と福祉関係者のマッチングを担う人材のこと。 

 スマート水産業 

ＩＣＴ を活用して漁業活動や漁場環境の情報を収集し適切な資源評価・管理を促進する

とともに、生産活動の省力化や操業の効率化、漁獲物の高付加価値化により、漁業の生産性

を向上させる取組。 

 生産拠点漁港 

地先に優れた漁場を擁し、生産地として中核的な役割を担う、漁船漁業や養殖業等の生産

拠点を形成する漁港。 

 （一社）全国漁業就業者確保育成センター 

漁業経営の安定化・就業者の確保育成を通じて水産業の発展及び漁村の活性化を図るこ

とを目的とした一般社団法人。漁業就業に関するポータルサイト「漁師.jp」を運営。 

 全国豊かな海づくり大会 

   水産資源の保護・管理と海や湖沼・河川の環境保護の大切さを広く国民に訴えるとともに、

つくり育てる漁業の推進を通じて、漁業の振興と発展を図ることを目的に都道府県ごとに

開催される大会。 

 選抜育種 

高成⾧や耐病性、高品質（味の良さ、美しさ）といった経済的価値のある形質を持つ親を

選抜し、交配することで、優れた遺伝形質を持つ次世代集団を作ること。 

タ 行 

 ⾧寿命化対策 

⾧期的視野に基づく予防保全的な考えの下、利用者の安全や水産物の品質・衛生及び流通

確保に支障が生じないよう施設の機能保全を図るとともに、構造物の建造から廃棄に至る

までの全ての費用の最適化が図れるよう戦略的な維持管理・更新を行うこと。 
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 積立ぷらす 

計画的に資源管理等に取り組む漁業者の収入が減少した場合に、漁業者と国が拠出した

積立金により漁業共済に上乗せした形で減収を補てんする制度。 

 適正養殖管理 

  養殖生産性の維持・向上につながる養殖生物の健全な育成を実現するための方法。 

 答志トロさわら 

鳥羽市答志島等において秋から冬かけて水揚げされるサワラのうち、漁獲方法、体重、

脂肪分等を基準にブランド認定されたサワラ。地区内の旅館や飲食店がこのサワラを活

用した宿泊や懐石のプランを提供するなど、漁業と観光が連携している。 

 特定第一種水産動植物 

「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」第２条第１項で、「水産動植物

のうち、国内において違法かつ過剰な採捕が行われるおそれが大きいと認められるもので

あって、その資源の保存及び管理を図ることが特に必要と認められるもの」とされ、同法施

行規則第１条において、うなぎの稚魚、あわび、なまこの３種が定められている。 

ハ 行 

 ハダムシ 

魚の体表に強固に付着し、表皮などを食べて成⾧する寄生虫。大量に寄生された魚は成

⾧不良に陥ったり、生簀網などに体をこすりつけるため、傷口から病原菌が浸入し、へい

死に到ることもある。 

 浜の活力再生広域プラン 

水産業の競争力強化をめざし、浜の活力再生プランに取り組む広域な漁村地域が連携し

て、浜の機能再編や中核的担い手の育成を推進するための具体的な取組を定めた計画。 

 

 浜の活力再生プラン 

漁村の活性化を図るため、５年間で 10％以上の漁業所得向上を目標とし、目標を実現す

るための収入向上やコスト削減の取組等を地域自らが定めた計画。 

 干潟 

河口部や海岸部に、川から流れた砂泥が堆積した砂泥地で、干潮時に海面上に姿を現す場

所。さまざまな生物の生息の場であり、水質浄化等の重要な役割を果たしている。 

 ひとうみ.jp 

水産業・漁村が持つ水産多面的機能の発揮に資する取組を支援するため、全国の取組事例

の紹介や活動組織のサポート情報等を掲載している情報サイト。 

 ブルーカーボン 

海藻や海草、植物プランクトンといった海洋生物の作用によって、大気中から海中へと吸

収、貯留された二酸化炭素由来の炭素のこと。 
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マ 行 

 マーカー（遺伝子マーカー） 

 ＤＮＡ検査において、ある特定の種や品種、形質であることを判別する目印として

利用される、特徴的なＤＮＡの塩基配列。 

 マーケットイン 

市場調査や顧客へのヒアリングによって確かめた顧客ニーズをもとに製品を企画し、市

場（マーケット）に提供する考え方。対義語として、企業の方針を重視しながら製品の企画・

提供を行う考え方としてのプロダクトアウトがある。 

 三重県アコヤシードバンク 

気候変動等の環境変化に対応したアコヤガイの種苗を安定的に生産し供給することを目

的に令和４年３月に設立したプラットフォーム。 

 三重県移住・交流ポータルサイトええとこやんか三重 

県内の移住・交流に関する情報を集めた県公式ポータルサイト。 

 三重県尾鷲栽培漁業センター 

平成８年度から稼働の尾鷲市古江町にある県の種苗生産施設。（公財）三重県水産振興事

業団がマダイ、トラフグ、アワビ（メガイアワビ、クロアワビ）、マハタ等の種苗生産業務

を実施。 

 三重県海面利用協議会 

海面における漁業と海洋性レクリエ－ションとの紛争の予防及び調整、解決を促進し、海

面の円滑な利用を図ることを目的に平成７年１月に設置。 

 三重県漁業担い手対策協議会 

漁業の多様な担い手の確保・育成に向け、関係機関が連携した支援を検討・実施するた

め、三重県漁連等の関係団体、市町、（公財）三重県農林水産支援センター、県により平

成 26 年６月に設立。 

 三重県栽培漁業基本計画 

県の栽培漁業を推進するため、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に

ついて定めた計画で、沿岸漁場整備開発法に基づき、おおむね５年ごとに策定される。 

 三重県栽培漁業センター 

昭和 56 年度から稼働の志摩市浜島町にある県の種苗生産施設。（公財）三重県水産振興

事業団が、県の委託で、ヒラメ、クルマエビ、アワビ（メガイアワビ、クロアワビ）、アコ

ヤガイ等の種苗生産業務を実施。 

 三重県資源管理方針 

水産資源を適切に管理し合理的に利用するため、漁業法第 14 条第１項の規定により県が

作成する資源管理に関する基本的事項を定めた方針。 
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 （公財）三重県水産振興事業団 

水産種苗の斡旋及び供給を主な事業内容として昭和 53 年に県、市町村、三重県漁連、関

係漁協等を発起人として設立。 

 （公財）三重県農林水産支援センター 

 本県における農林水産業の担い手の確保・育成等を図ることにより、本県農林水産業及

び農山漁村の安定的かつ健全な発展に資することを目的に設立。 

 三重県農林水産物・食品輸出促進協議会水産部会（県輸出協水産部会） 

世界的な日本食ブームの広がりを需要拡大の機会ととらえ、輸出を拡大し、「もうかる農

林水産業」につなげていくため、関係者が一体となって県産品の輸出拡大を推進できるよう

平成 26 年３月に設立された協議会の水産物輸出をめざす会員が参加する部会。 

 三重県版アコヤタイムライン 

「いつ、誰が、何をするか」について、海水温等を基に設定したステージ毎に真珠養殖業

者、市町、県など真珠関係者が実行する対策を整理した行動計画。 

 三重県干潟・藻場等沿岸漁場保全懇談会 

大学や研究機関等の有識者を構成員とし、本県沿岸海域等における干潟・浅場、藻場等に

ついて、効果的な事業実施と漁場環境及び生態系の維持・改善のため、意見交換する会合。 

 みえ真珠塾 

本県の誇る真珠養殖業を維持・発展させていくため、三重県真珠養殖連絡協議会が立ち上

げた人材育成機関。 

 みえスマート水産業研究会 

先端技術の活用により、本県漁業者の所得向上並びに新規就業や定着を図るため、産学官

が連携して、最新技術や先進事例の情報共有、新技術の試験導入等に取り組むことを目的

に、県、三重県漁連、漁協、大学等により令和３年１月に設立。 

 みえ漁師 Seeds（みえりょうしーず） 

漁業就業希望者や若手・中堅漁業者が、時間や場所にとらわれずに本県の漁業や経営力の

強化について学ぶことができるよう、県内漁業紹介動画や座学講座をオンラインで配信す

る仕組み。 

 密漁 

法令や規則に違反して、水産動植物を採捕・採集する行為。 

 ミル 

日本沿岸に広く分布する海藻。茹でて酢味噌和えなどにして食べることができるが、一般

的には食用とみなされていない。 

 藻場 

沿岸域に形成されたさまざまな海草・海藻の群落。水産生物の産卵や稚魚の成育の場とし

て重要な役割を果たしている。 
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ヤ 行 

 遊漁者 

調査や試験研究等のための採捕を除き、営利を目的としないで水産動植物の採捕を行う

者。内水面漁業においては、組合員以外で水産動植物の採捕を行う者。 

 ヨシ帯 

ヨシを中心とした湿性・水生植物の群落。多様な生き物が産卵場、保育場、生活場として

利用するほか、陸域からの負荷（栄養塩類）を吸収する役割も担う。 

ラ 行 

 流通拠点漁港 

水産物を集約する産地市場を有し、集出荷の拠点となる漁港。 

 漁師塾 

若者等の水産業への就業を促進するため、漁業技術の研修等を通じて人材育成や就業支

援を行う育成機関。 

 ６次産業化 

１次産業が、加工（２次産業）や流通販売（３次産業）等を自己の経営に取り入れたり、

産業間の連携を図ったりすることにより業務展開している経営形態。 
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